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はじめに 

2005 年 9 月から開始された「診療行為に関連し

た死亡の調査分析モデル事業」（厚生労働省補助金

事業：事務局(社)日本内科学会 以下モデル事業）

では、2008 年 3 月現在、全国 8 か所(東京都、愛

知県、大阪府、兵庫県、茨城県、新潟県、札幌地

域、福岡県)の地域事務局において、16 名の看護

師が「調整看護師」として活動している。 

調整看護師は、モデル事業において、総合調整

医とともにモデル事業全体の進捗を管理し、事案

の届け出から説明会までの長期間にわたる様々な

業務が円滑に進められるよう、主として関係機

関・団体、関係職種および遺族との調整を行なっ

ている。 

これまでも看護職者は、医療提供の様々な場面

で調整機能を発揮し、良質なケアの提供やチーム

医療推進に貢献している（資料ａ）。しかし、本事

業では、医療行為による予期せぬ死亡という特殊

な状況下で、危機的状況にある遺族はじめ、事故

発生施設の医療従事者などへの対応、これまで活

動の機会がほとんどなかった病理医、法医学者と

の協働など、看護職者にとっては新しい分野での

「調整」機能発揮への取り組みとなる。 

したがって、まず、「モデル事業における調整看

護師の役割とは何か」という基本的な規定から明

確にする必要がある。さらに、地域事務局ごとに

実施体制が異なり業務内容にも差異があること、

事例対応件数が少ない地域が多いことや、他の地

域事務局の調整看護師との連携・交流がないため

ノウハウの蓄積ができないなどの現状から、従事

している調整看護師の中には、業務実施に関する

不安と困惑を感じている者も少なくない。 

そのため、今回、各地域事務局における調整看

護師の業務の実態を把握し、調整看護師の役割の

明確化および調整看護師が行うべき業務の標準化

を図ることを目的に、「調整看護師の標準業務マニ

ュアル案」（以下業務マニュアル案）の作成に取り

組んだ。 

この作成にあたっては、モデル事業の開始当初

に設置され、取り扱い事例が最も多い東京地域事

務局における調整看護師の業務内容、および「2007

年モデル事業における調整看護師業務の検討」（分

担研究者：吉田謙一・東京大学大学院医学系研究

科教授)において実施された、調整看護師 12 名へ

のアンケート調査で寄せられた意見も併せて検討

した。貴重な情報のご提供に改めて感謝申し上げ

る。 

業務マニュアル案作成途上で実施した聞き取り

調査では、調整看護師による多くの専門職間での

調整機能発揮のみならず、医師からの、混乱し悲

嘆に陥っている遺族に対する「グリーフ（死によ

る喪失から生じる深い悲しみ）ケア」に対する高

い評価や、依頼医療機関の医療安全管理者からの

「調整看護師の病院への関わりが、私の活動の大

きな後押しとなった」という声も聞かれた。我々

が当初予想していなかった、地域事務局の特性お

よび調整看護師個人の経験を基盤にした、看護専

門職ならではの活動により事業が推進されている

事例にも遭遇した。中には、数ヶ月間事例が無く

活躍の場の少なさに不安を感じながらも、地域内
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